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所
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山
口
県
下
関
市
長
府
官
の
内
町

調
査
期
間
　
　
一
九
八

一
年

（昭
５６
）
四
月
を

一
一
月

発
掘
機
関
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関
市
教
育
委
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会

調
査
担
望
者
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東
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・
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島
稔
夫
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村
田
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遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀
を

一
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

長
門
国
分
寺
跡
は
南
西
か
ら
北
東
に
の
び
る
風
化
花
闘
岩
起
源
の
砂
礫
台
地

の
末
端
部
に
占
地
す
る
。
遺
跡
は
推
定
長
門
国
府
域
の
北
西
隅
に
接
し
、
ま
た
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瀦
Ｊ
劫
府障
彎
詭
儒
涌
　
国
分
寺
川

国
分
寺
川
を
隔
て
て
、
西
方
の

淮
提
峯
の
東
南
側
山
麓
地
に
は

長
岡
鋳
銭
所
跡
が
、
北
方
に
は

安
養
寺
遺
跡
が
あ
る
。

長
門
国
分
寺
跡
の
発
掘
調
査

は
、
長
門
国
府
跡
周
辺
の
遺
跡

群
の
実
態
解
明
を
目
的
に
計
画

さ
れ
、　
一
九
七
七
年

。
一
九
七

九
年

。
一
九
八
〇
年
及
び

一
九



八

一
年
と
断
続
的
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
一
連
の
調
査
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
中

頃
か
ら

一
九
世
紀
後
半
ま
で
、
七
期
に
画
さ
れ
る
長
門
国
分
寺
の
時
期
的
変
化

が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

木
簡

一
点
は
、
Ｌ
Ｘ

一
〇

一
と
呼
ば
れ
る
性
格
不
男
の
遺
構
の
埋
積
土
最
上

層
か
ら
出
上
し
た
。
こ
の
遺
構
は
、
元
来
は
砂
礫
台
地
を
南
か
ら
北
に
開
析
し

た
小
さ
な
谷
で
あ

っ
た
も
の
を
、
国
分
寺
の
占
地
以
前
に
部
分
的
な
改
変
が
加

え
ら
れ
て
機
能
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
上
限
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
が

国
分
寺
創
建
に
と
も
な
う
基
盤
地
業
に
際
し
て
周
辺
の
表
土
や
生
活
廃
乗
物
に

よ
っ
て
埋
め
た
て
ら
れ
た
。

こ
の
埋
積
土
最
上
層
か
ら

は
、
木
簡
と
と
も
に
、
弥

生
土
器

・
土
師
器

・
須
恵

器

・
瓦

・
木
製
品

（建
築

部
材
、
生
活
用
品
）
な
ど
が

出
上
し
て
い
る
。
共
伴
遺

物
の
年
代
の
中
心
は
七
世

紀
後
半
な
い
し
八
世
紀
前

半
に
あ
り
、
八
世
紀
中
頃

を
下
限
と
す
る
。
な
お

一

九
八
〇
年
出
上
の
木
簡
二

点
も
同
じ
遺
構
か
ら
の
出

木
簡
は
、　
ス
ギ
板
目
材
の
部
材
を
切
断
し
て

「九
」

「大
」
な
ど
を
習
書
し

た
も
の
で
あ
る
。
表
裏
の
調
整
は
丁
寧
で
は
な
い
。
墨
痕
の
遺
存
は
悪
い
も
の

の
か
な
り
の
字
体
が
風
化
に
よ
る
盛
上
り
を
て
が
か
り
に
判
読
し
た
。

な
お
、
木
簡
釈
文
の
作
成
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
山
口
大
学
八
木
充
氏
、

福
岡
県
立
九
州
歴
史
資
料
館
倉
住
靖
彦
氏
か
ら
多
大
の
御
教
示
を
得
た
。
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関
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献

下
関
市
教
育
委
員
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仝
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）
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照
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門
国
分
寺
跡
」
∩
木
簡
研
究
』
第
四
号
　
一
九
八
二
年
）

（水
島
稔
夫
）
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